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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート本体を前後方向にスライド自在に支持する左右のスライド部と、
　前記スライド部の前端部に固定された前方支持脚と、
　前記スライド部の後端部に固定された後方支持脚と、
　前記前方支持脚及び前記後方支持脚に架け渡された補強部とを備え、
　前記補強部は、
　前記前方支持脚及び前記後方支持脚の一側部に取り付けられた第一壁部と、
　前記前方支持脚及び前記後方支持脚の他側部に取り付けられ、前記第一壁部に対向する
第二壁部と、
　前記第一壁部及び前記第二壁部の下部間を連結する第一連結部とを有することを特徴と
するシート装置。
【請求項２】
　請求項１記載のシート装置において、
　前記補強部は、前記第一壁部及び前記第二壁部の上部間を連結する第二連結部を有する
ことを特徴とするシート装置。
【請求項３】
　請求項２記載のシート装置において、
　前記第一連結部は複数あり、
　前記第二連結部は複数の前記第一連結部の間に配置されていることを特徴とするシート
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装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記補強部の前後の両端部は、当該補強部の中央部よりも上下方向の幅が長い拡幅部と
なっていることを特徴とするシート装置。
【請求項５】
　請求項４記載のシート装置において、
　前記第一連結部は、前記補強部の前後の前記拡幅部よりも中央側に配置されていること
を特徴とするシート装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記第一壁部及び前記第二壁部のそれぞれの上縁部及び下縁部には、内側に向かって延
在するリブが設けられていることを特徴とするシート装置。
【請求項７】
　請求項６記載のシート装置において、
　前記第一壁部及び前記第二壁部の下縁部の前記リブは前記第一連結部に連続しているこ
とを特徴とするシート装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記補強部は、
　前記前方支持脚における前記スライド部との固定部分と、前記後方支持脚における前記
スライド部との固定部分とに対して間隔を空けて配置されていることを特徴とするシート
装置。
【請求項９】
　請求項８記載のシート装置において、
　前記補強部における前記固定部分に対向する部分は開口していることを特徴とするシー
ト装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記補強部には、他の部材取り付け用の他部材取付部が設けられていることを特徴とす
るシート装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載のシート装置において、
　前記他の部材は、前記補強部と、前記補強部及び前記支持脚の取付部とを覆うカバー部
材であることを特徴とするシート装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載のシート装置において、
　前記他部材取付部は前記補強部に対して複数設けられていて、
　前記補強部には、複数の前記他部材取付部に対向するように、前後方向に延在するビー
ドが設けられていることを特徴とするシート装置。
【請求項１３】
　請求項１２記載のシート装置において、
　前記補強部の前後の両端部は、当該補強部の中央部よりも上下方向の幅が長い拡幅部と
なっていて、
　前記ビードは前記拡幅部まで延在していることを特徴とするシート装置。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３記載のシート装置において、
　前記ビードは、前記第一連結部と対応する位置に設けることを特徴とするシート装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載のシート装置において、
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　前記スライド部と前記補強部との間の空間には、駆動装置が配置されていることを特徴
とするシート装置。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記第一壁部と前記第二壁部とが同一形状であることを特徴とするシート装置。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記左右のスライド部のうち、一方のスライド部の前記前方支持脚及び前記後方支持脚
にのみ前記補強部が設けられ、
　他方のスライド部の前記後方支持脚は、
　前記他方のスライド部に重なって固定される基部と、
　水平面から下方に延出する延出床面に対向するように前記基部から垂下して、当該延出
床面に固定される延出用固定部と、
　前記延出用固定部の前面部を押さえるように前記スライド部に固定される規制部とを備
えることを特徴とするシート装置。
【請求項１８】
　請求項１７記載のシート装置において、
　前記規制部は、
　前記スライド部に重なる上面部を備え、
　前記上面部には、凹部が設けられており、
　前記凹部は、前記延出用固定部の前面部に対向していて、
　前記凹部と前記前面部とが溶接によって固定されていることを特徴とするシート装置。
【請求項１９】
　請求項１８記載のシート装置において、
　前記規制部は、
　前記上面部から垂下する壁部と、
　前記壁部の下端部から外側へと延在する延在部とを備えていることを特徴とするシート
装置。
【請求項２０】
　請求項１９記載のシート装置において、
　前記規制部は、
　前記延在部から連続して垂下し、前記延出用固定部の前面部に対向して溶接された垂下
部を備えていることを特徴とするシート装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート装置に係り、特に車両に搭載されるシート装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両等のシート装置においては、シート本体をスライドさせるためのスライドレ
ールの前後のそれぞれの端部に支持脚（前方脚部７１、後方脚部７２）が設けられている
ものが知られている（例えば特許文献１参照）。前方の支持脚と後方の支持脚との間には
、板材からなる補強部（側板７３，７４）が設けられていて、この補強部によって前方の
支持脚と後方の支持脚とが連結されている。そして、補強部自身の剛性を高めるべく、補
強部には前後方向に沿うビード（ライザー補強部７３ａ）が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－７６５４６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、シート装置各部の強度向上は常に求められている課題であり、特にシート本体
を支持する支持脚に対してはその要求は大きい。
　そこで、本発明の課題は、前方の支持脚と後方の支持脚との連結状態をより強固なもの
にすることで、支持脚の強度を高めることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の課題を解決するため、請求項１記載の発明に係るシート装置は、
　シート本体を前後方向にスライド自在に支持する左右のスライド部と、
　前記スライド部の前端部に固定された前方支持脚と、
　前記スライド部の後端部に固定された後方支持脚と、
　前記前方支持脚及び前記後方支持脚に架け渡された補強部とを備え、
　前記補強部は、
　前記前方支持脚及び前記後方支持脚の一側部に取り付けられた第一壁部と、
　前記前方支持脚及び前記後方支持脚の他側部に取り付けられ、前記第一壁部に対向する
第二壁部と、
　前記第一壁部及び前記第二壁部の下部間を連結する第一連結部とを有することを特徴と
している。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載のシート装置において、
　前記補強部は、前記第一壁部及び前記第二壁部の上部間を連結する第二連結部を有する
ことを特徴としている。
【０００７】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載のシート装置において、
　前記第一連結部は複数あり、
　前記第二連結部は複数の前記第一連結部の間に配置されていることを特徴としている。
【０００８】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記補強部の前後の両端部は、当該補強部の中央部よりも上下方向の幅が長い拡幅部と
なっていることを特徴としている。
【０００９】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載のシート装置において、
　前記第一連結部は、前記補強部の前後の前記拡幅部よりも中央側に配置されていること
を特徴としている。
【００１０】
　請求項６記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記第一壁部及び前記第二壁部のそれぞれの上縁部及び下縁部には、内側に向かって延
在するリブが設けられていることを特徴としている。
【００１１】
　請求項７記載の発明は、請求項６記載のシート装置において、
　前記第一壁部及び前記第二壁部の下縁部の前記リブは前記第一連結部に連続しているこ
とを特徴としている。
【００１２】
　請求項８記載の発明は、請求項１～７のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記補強部は、
　前記前方支持脚における前記スライド部との固定部分と、前記後方支持脚における前記
スライド部との固定部分とに対して間隔を空けて配置されていることを特徴としている。
【００１３】
　請求項９記載の発明は、請求項８記載のシート装置において、
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　前記補強部における前記固定部分に対向する部分は開口していることを特徴としている
。
【００１４】
　請求項１０記載の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載のシート装置において、
　前記補強部には、他の部材取り付け用の他部材取付部が設けられていることを特徴とし
ている。
【００１５】
　請求項１１記載の発明は、請求項１０記載のシート装置において、
　前記他の部材は、前記補強部と、前記補強部及び前記支持脚の取付部とを覆うカバー部
材であることを特徴としている。
【００１６】
　請求項１２記載の発明は、請求項１０又は１１記載のシート装置において、
　前記他部材取付部は前記補強部に対して複数設けられていて、
　前記補強部には、複数の前記他部材取付部に対向するように、前後方向に延在するビー
ドが設けられていることを特徴としている。
【００１７】
　請求項１３記載の発明は、請求項１２記載のシート装置において、
　前記補強部の前後の両端部は、当該補強部の中央部よりも上下方向の幅が長い拡幅部と
なっていて、
　前記ビードは前記拡幅部まで延在していることを特徴としている。
【００１８】
　請求項１４記載の発明は、請求項１２又は１３記載のシート装置において、
　前記ビードは、前記第一連結部と対応する位置に設けることを特徴としている。
【００１９】
　請求項１５記載の発明は、請求項１～１４のいずれか一項に記載のシート装置において
、
　前記スライド部と前記補強部との間の空間には、駆動装置が配置されていることを特徴
としている。
【００２０】
　請求項１６記載の発明は、請求項１～１５のいずれか一項に記載のシート装置において
、
　前記第一壁部と前記第二壁部とが同一形状であることを特徴としている。
【００２１】
　請求項１７記載の発明は、請求項１～１６のいずれか一項に記載のシート装置において
、
　前記左右のスライド部のうち、一方のスライド部の前記前方支持脚及び前記後方支持脚
にのみ前記補強部が設けられ、
　他方のスライド部の前記後方支持脚は、
　前記他方のスライド部に重なって固定される基部と、
　水平面から下方に延出する延出床面に対向するように前記基部から垂下して、当該延出
床面に固定される延出用固定部と、
　前記延出用固定部の前面部を押さえるように前記スライド部に固定される規制部とを備
えることを特徴としている。
【００２２】
　請求項１８記載の発明は、請求項１７記載のシート装置において、
　前記規制部は、
　前記スライド部に重なる上面部を備え、
　前記上面部には、凹部が設けられており、
　前記凹部は、前記延出用固定部の前面部に対向していて、
　前記凹部と前記前面部とが溶接によって固定されていることを特徴としている。
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【００２３】
　請求項１９記載の発明は、請求項１８記載のシート装置において、
　前記規制部は、
　前記上面部から垂下する壁部と、
　前記壁部の下端部から外側へと延在する延在部とを備えていることを特徴としている。
【００２４】
　請求項２０記載の発明は、請求項１９記載のシート装置において、
　前記規制部は、
　前記延在部から連続して垂下し、前記延出用固定部の前面部に対向して溶接された垂下
部を備えていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２５】
　請求項１記載の発明によれば、補強部の互いに対向する第一壁部及び第二壁部には、そ
れらの下部間を連結する第一連結部が設けられているので、この第一連結部によって第一
壁部及び第二壁部の強度が高められることになる。これにより、前方支持脚及び後方支持
脚の連結状態も高められることになり、前方支持脚及び後方支持脚の強度を高めることが
できる。
【００２６】
　請求項２記載の発明によれば、第一壁部及び第二壁部の上部間を連結する第二連結部が
設けられているので、この第二連結部によって第一壁部及び第二壁部の強度をより一層強
くすることができる。
【００２７】
　請求項３記載の発明によれば、複数の第一連結部の間に第二連結部が配置されているの
で、この第二連結部によって補強部の剛性を高めることができる。
【００２８】
　請求項４記載の発明によれば、補強部の前後の両端部が、当該補強部の中央部よりも上
下方向の幅が長い拡幅部となっているので、前方支持脚及び後方支持脚に対する接合面積
を広くすることができ、前方支持脚及び後方支持脚に取り付けた際の取付剛性を高めるこ
とができる。
【００２９】
　請求項５記載の発明によれば、補強部の前後の拡幅部よりも中央側に第一連結部が配置
されているので、拡幅部よりも強度の劣る部分が第一連結部によって補強されることにな
り、補強部全体の強度を高めることができる。
【００３０】
　請求項６記載の発明によれば、第一壁部及び第二壁部のそれぞれの上縁部及び下縁部に
、内側に向かって延在するリブが設けられているので、このリブによって補強部の剛性が
高められることになる。
【００３１】
　請求項７記載の発明によれば、第一壁部及び第二壁部の下縁部のリブが第一連結部に連
続しているので、前記リブと第一連結部とが一体化され、補強部の剛性をより高めること
ができる。
【００３２】
　請求項８記載の発明によれば、前方支持脚におけるスライド部との固定部分と、後方支
持脚におけるスライド部との固定部分に対して補強部は間隔を空けて配置されているので
、その間隔を用いてスライド部に各支持脚を組み付けることができる。したがって、間隔
がない場合と比べてもスライド部と各支持脚とを容易に組み付けることが可能となる。
【００３３】
　請求項９記載の発明によれば、補強部における固定部分に対向する部分が開口している
ので、開口を介することで固定部分に工具を係合しやすくなり、取付性を高めることがで
きる。
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【００３４】
　請求項１０記載の発明によれば、他の部材取り付け用の他部材取付部が補強部に設けら
れているので、補強部と他部材取付部とが一体化されて補強部の強度を高めつつも、他部
材の取付剛性を向上させることができる。
【００３５】
　請求項１１記載の発明によれば、他の部材が、補強部と、補強部及び前記支持脚の取付
部とを覆うカバー部材であるので、これらがカバー部材に覆われることになり、見た目を
よくすることができる。
【００３６】
　請求項１２記載の発明によれば、複数の他部材取付部に対向するように前後方向に延在
するビードが補強部に設けられているので、ビードによって他部材取付部近傍の強度を高
めることができ、他部材取付部の安定性を一層高めることができる。
【００３７】
　請求項１３記載の発明によれば、ビードが拡幅部まで延在しているので、拡幅部におい
てもビードによって強度が高められることになる。
【００３８】
　請求項１４記載の発明によれば、第一連結部と対応する位置にビードが設けられている
ので、ビードによって補強部の剛性をより高めることができる。
【００３９】
　請求項１５記載の発明によれば、スライド部と補強部との間の空間に駆動装置が配置さ
れているので、デットスペースに駆動装置を配置することができ、シート装置の大型化を
抑制することができる。
【００４０】
　請求項１６記載の発明によれば、第一壁部と前記第二壁部とが同一形状であるので、部
品を共通化することができる。
【００４１】
　請求項１７記載の発明によれば、補強部が設けられていない他方のスライド部の後方支
持脚に、延出用固定部の前面部を押さえるようにスライド部に固定される規制部が設けら
れているので、後方支持脚におけるスライド部の支持力を高めることができる。
【００４２】
　請求項１８記載の発明によれば、規制部の上面部に備わる凹部内に溶接部分の少なくと
も一部が入り込むので、支持脚の大型化を抑制しつつ、規制部と延出用固定部とを一体化
することができる。
【００４３】
　請求項１９記載の発明によれば、規制部が、上面部から垂下する壁部と、壁部の下端部
から外側へと延在する延在部とを備えているので、これらによって規制部の剛性を高める
ことができる。
【００４４】
　請求項２０記載の発明によれば、規制部の垂下部と、延出用固定部の前面部とが溶接さ
れているので、規制部と延出用固定部がより広範囲にわたって一体化され、これらの取付
剛性をより高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本実施形態に係るシート装置の要部構成を示す斜視図である。
【図２】本実施形態に係る左脚部の概略構成を示す側面図である。
【図３】図２の左脚部の概略構成を示す斜視図である。
【図４】図２の左脚部の一部分を上から見た上面視図である。
【図５】図２の左脚部の一部分を下から見た下面視図である。
【図６】本実施形態に係るカバー部材の概略構成を示す斜視図である。
【図７】本実施形態に係る左脚部に取り付けられたカバー部材を示す斜視図である。
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【図８】本実施形態に係る右脚部の概略構成を示す側面図である。
【図９】本実施形態に係る後方支持脚を斜め上方から見た斜視図である。
【図１０】図９の後方支持脚を斜め下方から見た斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　以下に、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。但し、以下に述
べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されている
が、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００４７】
　図１は本実施形態に係るシート装置の要部構成を示す斜視図である。図１に示すように
シート装置１には、シート本体９０と、シート本体９０を前後方向にスライド自在に支持
する左右一対のスライド部６０と、左右一対のスライド部６０を車両の床面に固定するた
めの脚部７とが備えられている。
　シート本体９０には、シートバックフレーム２と、シートバックフレーム２の下部の左
右にそれぞれ配置された左右一対のクッションサイドフレーム３と、クッションサイドフ
レーム３に対してシートバックフレーム２を傾動させるリクライニング機構４とが備えら
れている。
　スライド部６０には、左右のクッションサイドフレーム３をそれぞれ支持するアッパー
レール５と、アッパーレール５をスライド自在に支持し、脚部７が取り付けられたロアレ
ール６とが備えられている。
【００４８】
　脚部７は、左側のスライド部６０を支持する左脚部８と、右側のスライド部６０を支持
する右脚部９とを備えている。ここで、車両の床面においては、左右で段差がある場合も
ある。本実施形態では、左脚部８が設置される床面の方が低く、右脚部９が設置される床
面の方が高い場合を例示して説明する。
【００４９】
　まず、左脚部８について詳細に説明する。図２は左脚部８の概略構成を示す側面図であ
る。図３は左脚部８の概略構成を示す斜視図である。図４は左脚部８の一部分を上から見
た上面視図である。図５は、図２の左脚部の一部分を下から見た下面視図である。
　図２～図５に示すように、左脚部８には、ロアレール６の前端部に固定された前方支持
脚８１と、ロアレール６の後端部に固定された後方支持脚８２と、前方支持脚８１及び後
方支持脚８２に架け渡された補強部８３とが備えられている。
【００５０】
　前方支持脚８１の下端部には、前方に向けて延在し、車両の床面に固定される床固定部
８１１が設けられている。また、前方支持脚８１の上端部には、ロアレール６の前端部の
下面に重なるように後方に向かって延在し、当該ロアレール６に固定されるレール固定部
８１２が設けられている。また、前方支持脚８１の左右の側部のそれぞれには、床固定部
８１１からレール固定部８１２まで連続して床面側に立設するリブ８１３，８１４が形成
されている。
【００５１】
　後方支持脚８２の下端部には、後方に向けて延在し、車両の床面に固定される床固定部
８２１が設けられている。また、後方支持脚８２の上端部には、ロアレール６の後端部の
下面に重なるように前方に向かって延在し、当該ロアレール６に固定されるレール固定部
８２２が設けられている。また、後方支持脚８２の左右の側部のそれぞれには、床固定部
８２１からレール固定部８２２まで連続して床面側に立設するリブ８２３，８２４が形成
されている。
　前方支持脚８１のレール固定部８１２はネジ等の固定具４０によってロアレール６に固
定されている（図５参照）。なお、図示は省略するが後方支持脚８２のレール固定部８２
２においても同様である。
【００５２】
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　補強部８３は、前方支持脚８１及び後方支持脚８２の両者の床固定部８１１，８２１に
あるリブ８１３，８１４、８２３，８２４に対して上下方向に間隔を空けて配置されてい
る。そして、補強部８３は、前方支持脚８１及び後方支持脚８２の左側部に取り付けられ
た第一壁部８４と、前方支持脚８１及び後方支持脚８２の右側部に取り付けられ、第一壁
部８４に対向する第二壁部８５とを備えている。
【００５３】
　第一壁部８４は、その前端部が前方支持脚８１の左側のリブ８１３の内側（右側）に配
置され、当該リブ８１３の外側面に溶接によって固定されている。他方、第一壁部８４の
後端部は、後方支持脚８２の左側のリブ８２３の内側に配置され、当該リブ８２３の外側
面に溶接によって固定されている。溶接箇所は図２，図３においてＢ１，Ｂ２の符号で示
している。
　第二壁部８５は、その前端部が前方支持脚８１の右側のリブ８１４の内側（左側）に配
置され、当該リブ８１４の外側面に溶接によって固定されている。他方、第二壁部８５の
後端部は、後方支持脚８２の右側のリブ８２４の内側に配置され、当該リブ８２４の外側
面に溶接によって固定されている。
　このように第一壁部８４及び第二壁部８５が、前方支持脚８１の左右のリブ８１３，８
１４の内側に配置されるとともに、後方支持脚８２の左右のリブ８２３，８２４の内側に
配置されているので、補強部８３をコンパクトに設置することが可能となる。
【００５４】
　なお、第一壁部８４と第二壁部８５とはほぼ同じ形状であるので以下の説明においては
第一壁部８４について説明し、第二壁部８５については、第一壁部８４の各部に対応する
部分に同一の符号を付すことで説明を省略する。
【００５５】
　第一壁部８４は、中央部８４１と、中央部８４１の前側に連続し、当該中央部８４１よ
りも上下方向の幅が長い前方拡幅部８４２と、中央部８４１の後側に連続し、当該中央部
８４１よりも上下方向の幅が長い後方拡幅部８４３とを備えている。前方拡幅部８４２は
、前方支持脚８１のレール固定部８１２よりも中央部８４１側まで延在している。また、
後方拡幅部８４３は、後方支持脚８２のレール固定部８２２よりも中央部８４１側まで延
在している。
　第一壁部８４の上縁部には、内側に向かって延在するリブ８４４が前端部から後端部ま
で連続して形成されている。他方、第一壁部８４の下縁部には、内側に向かって延在する
リブ８４５が前端部から後端部まで連続して形成されている。
　第二壁部８５の上縁部及び下縁部にも内側に向かって延在するリブ８４４，８４５が設
けられているので、第一壁部８４のリブ８４４，８４５と第二壁部８５のリブ８４４，８
４５とが向かい合うことになり、補強部８３全体の剛性を高めることができる。
【００５６】
　また、中央部８４１の上縁部は、前方拡幅部８４２及び後方拡幅部８４３の上縁部より
も下がった位置に設けられている。中央部８４１の下縁部は、前方拡幅部８４２及び後方
拡幅部８４３の下縁部よりも上がった位置に設けられている。これらの境界はテーパー状
に形成されている。
　そして、中央部８４１の上縁部の外側面には、他部材取り付け用の他部材取付部８４６
が２つ前後方向に所定の間隔を空けて溶接により取り付けられている。他部材取付部８４
６の溶接箇所は図２，図３においてＢ３，Ｂ４の符号で示している。他部材取付部８４６
は、前方支持脚８１のレール固定部８１２及び後方支持脚８２のレール固定部８２２に対
向しない位置に配置されているので、前方支持脚８１及び後方支持脚８２と、他部材取付
部８４６及び当該他部材取付部８４６に取り付けられた他部材とが干渉することを抑制す
ることができる。
【００５７】
　ここで他部材としては、例えば、左脚部８に取り付けられるカバー部材４５が挙げられ
る。



(10) JP 6188244 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

　図６はカバー部材４５の概略構成を示す斜視図であり、図７は左脚部８に取り付けられ
たカバー部材４５を示す斜視図である。
　図６に示すように、カバー部材４５には、前後方向に延在して前方支持脚８１及び後方
支持脚８２の上部と補強部８３とを覆う第一カバー部４５１と、第一カバー部４５１の前
端部及び後端部から下方へと延在して前方支持脚８１及び後方支持脚８２の下部を覆う前
後一対の第二カバー部４５２と、前後一対の第二カバー部４５２の下端から前方又は後方
に延在して床固定部８１１，８２１を覆う前後一対の第三カバー部４５３とが設けられて
いる。第一カバー部４５１、第二カバー部４５２及び第三カバー部４５３はそれぞれ別体
であり、これらを一体的に組み立てることによりカバー部材４５が形成されている。
　第一カバー部４５１の内側には、前後２つの他部材取付部８４６にそれぞれ係合する爪
部４６が設けられている。この爪部４６と他部材取付部８４６とを係合させることによっ
て、図７に示すようにカバー部材４５が、補強部８３と、当該補強部８３及び支持脚８１
，８２の取付部と、ロアレール６とを覆うことになる。
　なお、図６及び図７に示すカバー部材４５においては、第三カバー部４５３が床固定部
８１１，８２１の上方のみを覆う場合を例示しているが、第三カバー部４５３が床固定部
８１１，８２１の全周を覆うようにしてもよい。これによって、前方支持脚８１及び後方
支持脚８２の全体がカバー部材４５に覆われることになる。
【００５８】
　さらに、図２及び図３に示すように、ロアレール６と補強部８３との間の空間内であっ
て、複数の他部材取付部８４６の間には、ロアレール６の下端面に固定された例えばモー
タ等の駆動装置１００が配置されている。
【００５９】
　また、第一壁部８４には、複数の他部材取付部８４６に対向するように、前後方向に延
在するビード８４７が形成されている。このビード８４７は、複数の他部材取付部８４６
間よりも前後方向に延在しており、その両端部が前方拡幅部８４２及び後方拡幅部８４３
内にまで進入している。これにより、ビード８４７の前端部は、前方支持脚８１のレール
固定部８１２に対向する位置に配置され、ビード８４７の後端部は、後方支持脚８２のレ
ール固定部８２２に対向する位置に配置される。
【００６０】
　そして、第一壁部８４と第二壁部８５とには、これらの下端部間を連結する一対の第一
連結部８４８と、上端部間を連結する第二連結部８４９とが設けられている。
　一対の第一連結部８４８は、第一壁部８４及び第二壁部８５の中央部８４１，８４１の
下端部間に左右方向に架け渡されて設けられている。この一対の第一連結部８４８は、複
数の他部材取付部８４６の外側近傍に配置されている。これにより、各他部材取付部８４
６にかかる力を一対の第一連結部８４８にも分散させることができ、他部材取付部８４６
の強度を高めることができる。
　第二連結部８４９は、第一壁部８４及び第二壁部８５の中央部８４１，８４１の上端部
間に左右方向に架け渡されて設けられている。この第二連結部８４９は、一対の第一連結
部８４８の間に配置されている。
　そして、また、補強部８３においては、レール固定部８１２の固定具４０を下面から露
出させるように開口４１が設けられている（図５参照）。つまり、補強部８３における固
定部分に対向する部分は開口している。
【００６１】
　次に、右脚部９について詳細に説明する。図８は右脚部９の概略構成を示す側面図であ
る。
　右脚部９には、ロアレール６の前端部に固定された前方支持脚９１と、ロアレール６の
後端部に固定された後方支持脚９２とが備えられている。そして、前方支持脚９１、後方
支持脚９２の間であって、床面Ｆとロアレール６とがなす空間内に駆動装置１００が配置
されている。
【００６２】
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　前方支持脚９１の下端部には、前方に向けて延在し、車両の床面Ｆに固定される床固定
部９１１が設けられている。また、前方支持脚９１の上端部には、ロアレール６の前端部
の下面に重なるように後方に向かって延在し、当該ロアレール６に固定されるレール固定
部９１２が設けられている。また、前方支持脚９１の左右の側部のそれぞれには、床固定
部９１１からレール固定部９１２まで連続して床面側に立設するリブ９１３が形成されて
いる。
【００６３】
　図９は後方支持脚９２を斜め上方から見た斜視図であり、図１０は後方支持脚９２を斜
め下方から見た斜視図である。
　図９及び図１０に示すように、後方支持脚９２には、右側のロアレール６に重なって固
定される基部９３と、水平面に略直交する延出床面ｆ１に対向するように基部から垂下し
て、当該延出床面ｆ１に固定される延出用固定部９４と、延出用固定部９４の前面部９４
１を押さえるようにロアレール６に固定される規制部９５とが備えられている。
　なお、延出床面ｆ１は水平面に対して略直交する以外の角度で水平面から下方に延出し
ている場合もある。この場合は、延出用固定部９４は、延出床面ｆ１の傾斜に対応するよ
うに延出させることが好ましい。
【００６４】
　基部９３には、ロアレール６の下面に重なる上面部９３１と、上面部９３１の左右から
垂下する一対の壁部９３２と、壁部９３２の下端部から外側へと延在し、床面Ｆ上に重な
る延在部９３３とを備えている。上面部９３１には、貫通孔９３４が２つ前後方向に所定
の間隔を空けて形成されていて、この貫通孔９３４にネジ等の固定具を挿入し、ロアレー
ル６に係止させることで、基部９３をロアレール６に固定できるようになっている。
【００６５】
　延出用固定部９４には、上面部９３１から連続して垂下し延出床面ｆ１に対向する前面
部９４１と、基部９３の壁部９３２に連続するように前面部９４１から後方に延在する壁
部９４２と、基部９３の延在部９３３に連続するように壁部９４２に後端部から外側へと
延在し、延出床面ｆ１に重なる延在部９４３とが備えられている。
　前面部９４１には、貫通孔９４４が形成されていて、この貫通孔９４４にネジ等の固定
具を挿入し、延出床面ｆ１に係止させることで、基部９３及び延出用固定部９４を床面Ｆ
に固定できるようになっている。
【００６６】
　規制部９５は、ロアレール６の下面に重なる上面部９５１と、上面部９５１の左右から
垂下する一対の壁部９５２と、壁部９５２の下端部から外側へと延在し、床面Ｆ上に重な
る延在部９５３と、延在部９５３の後端部から連続して垂下し、延出用固定部９４の延在
部９４３に対向して溶接された垂下部９５４とを備えている。垂下部９５４と延在部９４
３との溶接箇所は図９，図１０においてＢ５の符号で示している。
　上面部９５１には、貫通孔９５５が形成されていて、この貫通孔９５５にネジ等の固定
具を挿入し、ロアレール６に係止させることで、規制部９５をロアレール６に固定できる
ようになっている。また、上面部９５１の後端部には、後方に向かって徐々に下がるよう
な凹部９５６が形成されている。凹部９５６の後端部は、延出用固定部９４の前面部９４
１に対向しており、この凹部９５６と前面部９４１とが溶接によって固定されている。こ
の溶接箇所は図９，図１０においてＢ６の符号で示している。
【００６７】
　以上のように、本実施形態によれば、補強部８３の互いに対向する第一壁部８４及び第
二壁部８５には、それらの下端部間を連結する第一連結部８４８が設けられているので、
この第一連結部８４８によって第一壁部８４及び第二壁部８５の強度が高められることに
なる。これにより、前方支持脚８１及び後方支持脚８２の連結状態も高められることにな
り、前方支持脚８１及び後方支持脚８２の強度を高めることができる。
【００６８】
　また、第一壁部８４及び第二壁部８５の上部間を連結する第二連結部８４９が設けられ
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ているので、この第二連結部８４９によって第一壁部８４及び第二壁部８５の強度をより
一層強くすることができる。
　また、複数の第一連結部８４８の間に第二連結部８４９が配置されているので、この第
二連結部８４９によって補強部８３の剛性を高めることができる。
【００６９】
　また、補強部８３の前後の両端部が、中央部８４１よりも上下方向の幅が長い拡幅部（
前方拡幅部８４２及び後方拡幅部８４３）となっているので、前方支持脚８１及び後方支
持脚８２に対する接合面積を広くすることができ、前方支持脚８１及び後方支持脚８２に
取り付けた際の取付剛性を高めることができる。
【００７０】
　補強部８３の前方拡幅部８４２及び後方拡幅部８４３よりも中央側に第一連結部８４８
が配置されているので、前方拡幅部８４２及び後方拡幅部８４３よりも強度の劣る中央部
８４１が第一連結部８４８によって補強されることになり、補強部８３全体の強度を高め
ることができる。
【００７１】
　また、第一壁部８４及び第二壁部８５のそれぞれの上縁部及び下縁部に、内側に向かっ
て延在するリブ８４４，８４５が設けられているので、このリブ８４４，８４５によって
補強部８３の剛性が高められることになる。
　また、第一壁部８４及び第二壁部８５の下縁部のリブ８４５が第一連結部８４８に連続
しているので、リブ８４５と第一連結部８４８とが一体化され、補強部８３の剛性をより
高めることができる。
【００７２】
　また、前方支持脚８１におけるロアレール６との固定部分（レール固定部８１２）と、
後方支持脚８２におけるロアレール６との固定部分（レール固定部８２２）に対して補強
部８３は間隔を空けて配置されているので、その間隔を用いてロアレール６に各支持脚８
１，８２を組み付けることができる。図３に示すように、レール固定部８１２，８２２と
ロアレール６とは、レール固定部８１２，８２２の下面側からナット１０を締結すること
になるため、前述の間隔があることで工具をナット１０に係合させることが容易に行うこ
とができる。したがって、間隔がない場合と比べてもロアレール６と各支持脚８１，８２
とを容易に組み付けることが可能となる。
　また、補強部８３における固定部分に対向する部分が開口しているので、開口４１を介
することで固定部分に工具を係合しやすくなり、取付性を高めることができる。
【００７３】
　また、他部材取付部８４６が溶接により補強部８３に取り付けられているので、補強部
８３と他部材取付部８４６とが一体化されて補強部８３の強度を高めつつも、他部材の取
付剛性を向上させることができる。
　そして、他の部材が、補強部８３と、補強部８３及び前記支持脚８１，８２の取付部と
を覆うカバー部材４５であるので、これらがカバー部材４５に覆われることになり、見た
目をよくすることができる。
【００７４】
　また、複数の他部材取付部８４６に対向するように前後方向に延在するビード８４７が
補強部８３に設けられているので、ビード８４７によって他部材取付部８４６近傍の強度
を高めることができる。他部材取付部８４６には他部材を介して荷重が集中するが、前述
したようにビード８４７によって他部材取付部８４６近傍の強度が高められていれば、他
部材取付部８４６の安定性を高めることができる。
【００７５】
　また、ビード８４７が、複数の他部材取付部８４６間よりも前後方向に延在しているの
で、他部材取付部８４６近傍だけでなくそれ以外の領域の強度も高められることになる。
したがって、一層他部材取付部８４６の安定性を高めることができる。
【００７６】
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　また、第一連結部８４８と対応する位置にビード８４７が設けられているので、ビード
８４７によって補強部８３の剛性をより高めることができる。
　また、スライド部６０と補強部８３との間の空間に駆動装置１００が配置されているの
で、デットスペースに駆動装置１００を配置することができ、シート装置１の大型化を抑
制することができる。
【００７７】
　そして、補強部８３が設けられていない右側のロアレール６の後方支持脚９２に、延出
用固定部９４の前面部９４１を押さえるようにロアレール６に固定される規制部９５が設
けられているので、後方支持脚９２におけるロアレール６の支持力を高めることができる
。
【００７８】
　また、規制部９５の上面部９３１に備わる凹部９５６内に溶接部分の少なくとも一部が
入り込むので、後方支持脚９２の大型化を抑制しつつ、規制部９５と延出用固定部０４と
を一体化することができる。
　また、規制部９５が、上面部９３１から垂下する壁部９３２と、壁部９３２の下端部か
ら外側へと延在する延在部９３３とを備えているので、これらによって規制部９５の剛性
を高めることができる。
　また、規制部９５の垂下部９５４と、延出用固定部９４の前面部９４１とが溶接されて
いるので、規制部９５と延出用固定部９４がより広範囲にわたって一体化され、これらの
取付剛性をより高めることができる。
【００７９】
　なお、本発明を適用可能な実施形態は、上述した実施形態に限定されることなく、本発
明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
　例えば、上記実施形態では駆動装置１００を備えたシート装置１を例示して説明したが
、駆動装置１００が不要なシート装置であっても本発明の構成を適用することが可能であ
る。その場合は、駆動装置１００が不要のシート装置に対して本実施形態の脚部７を取り
付けるだけでよい。
　また、第一壁部８４と第二壁部８５とが同一形状であることが好ましい。これにより、
部品を共通化することができる。
【産業上の利用の可能性】
【００８０】
　本発明に係るシート装置は、例えば車両等に搭載されるシート装置に対して利用可能性
がある。
【符号の説明】
【００８１】
　　　１　　　シート装置
　　　２　　　シートバックフレーム
　　　３　　　クッションサイドフレーム
　　　４　　　リクライニング機構
　　　５　　　アッパーレール
　　　６　　　ロアレール
　　　７　　　脚部
　　　８　　　左脚部
　　　９　　　右脚部
　　４１　　　開口
　　６０　　　スライド部
　　８１　　　前方支持脚
　　８２　　　後方支持脚
　　８３　　　補強部
　　８４　　　第一壁部



(14) JP 6188244 B2 2017.8.30

10

20

　　８５　　　第二壁部
　　９０　　　シート本体
　　９１　　　前方支持脚
　　９２　　　後方支持脚
　　９３　　　基部
　　９４　　　延出用固定部
　　９５　　　規制部
　１００　　　駆動装置
　８１２　　　レール固定部
　８２２　　　レール固定部
　８４１　　　中央部
　８４２　　　前方拡幅部（拡幅部）
　８４３　　　後方拡幅部（拡幅部）
　８４６　　　他部材取付部
　８４７　　　ビード
　８４８　　　第一連結部
　８４９　　　第二連結部
　９４１　　　前面部
　　　Ｆ　　　床面
　　ｆ１　　　延出床面

【図１】 【図２】
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